
日本学生支援機構第一種奨学金の 

利用を検討している方へ 

奨学金返還免除内定制度のご案内 

 

 
奨学金の返還が免除される制度については，同封の「入学後に日本学生支援機構奨学金（大学院）を希

望する方へ」の「第一種奨学金 特に優れた業績による返還免除について」を確認してください。この制度

は，これまで奨学金貸与終了時に申請をしていた奨学金の返還免除について，入学前に申請をし，返還免

除の権利（内定）を得ることができるというものです。（ただし，免除額が全額なのか，半額なのかについ

ては，貸与終了時に申請いただいた業績等により決定します。） 

 また，この内定制度に申請しなかった方，もしくは申請したが内定を得られなかった方についても，奨

学金貸与終了時に返還免除を申請することは可能です。 

※複数校への申請はできません。 

 

 

課程 募集について 

修士課程，博士前期課程 募集あり※今回内定になるのは、自然科学研究科の教員になった

人を対象とした奨学金が全額免除となる制度とは，別制度です。 

専門職学位課程（教育実践開発専攻） 
募集あり※今回内定になるのは、教員になった人を対象と 

した奨学金が全額免除となる制度とは，別制度です。 

 

令和７年度に修士課程，博士前期課程（以下修士課程等といいます。）へ進学し，第一種奨学金の貸与を

受ける予定の者で以下の「１．」～「３．」すべてに該当する者。（外国籍の場合は，「法定特別永住者」「永

住者」「定住者」「日本人/永住者の配偶者」「家族滞在」等のみ）なお，各研究科において申請対象となる

大学院入試の試験区分，選考の方法，評価基準等の情報については，学務情報システム掲示板（島根大学

の電子掲示板）及び大学ホームページにて後日お知らせします。       島根大学HP：                                                        

                          

 

１．日本学生支援機構の給付奨学生である者（多子世帯含む）（ただし，支援区分の表示が「－」、「－（停

止）」の方，資産超過で停止中の方は対象外。）又は，住民税非課税世帯（本人及び生計維持者の市

町村民税所得割額が０円） 

 

２．①「科学的イノベーション創出に寄与する分野（情報，AI，マテリアル等）」への進学を予定 

又は 

②「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」への進学を予定 

 

３．将来上記分野における研究能力又は高度な専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動するこ

とができると認められる者で，第一種奨学金（授業料後払い制度を含む）の利用を希望する者 

  ※本学での認定条件については後日詳細をお知らせします。 

制度の概要 

募集及び推薦枠について 

対象者 



 

 

奨学金窓口への書類の提出とスカラネット（機構のオンラインシステム）への入力が必要です。 

① 提出書類を以下の窓口へ提出します（郵送の場合は提出期限必着です）。 

② 窓口でスカラネット入力下書き用紙の返却と入力するための ID、パスワードが通知されます。 

③ スカラネット入力下書き用紙の内容をスカラネットへ入力します。 

④ 入力後，スカラネット入力下書き用紙を以下の窓口へ提出します。 

（郵送でのご提出の場合は本人控用にコピーを取って，本紙を郵送してください） 

 

 

〇申請書類の提出期限：令和８年１月９日（金）※ 

（※期間を過ぎてからの提出は受け付けません。） 

〇スカラネットへの入力期限：令和８年１月１３日（火） 

 

 

余裕をもってご準備のうえ申請期間に以下の奨学金窓口へご提出ください。 

（1）「特に優れた業績による返還免除」修士課程等進学時内定制度確認書(※1) 全員提出 

（2）スカラネット入力下書き用紙(※1) 全員提出 

（3）学業成績証明書 全員提出 

（4）①～④のいずれかの書類  

①最新の支援区分が確認できるスカラネットパーソナル画面コピー JASSO 給付奨学金受給者は提出 

②授業料等減免認定結果通知書 修学支援制度授業料減免のみ利用者は提出 

③本人及び生計維持者の令和７年度所得・課税証明書(※2) 修学支援新制度未利用者は提出 

④資産の申告書 修学支援新制度未利用者は提出 

(※1)島根大学ホームページ又は学務情報システム掲示版からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。  

(※2)住民税（市民税）の「所得割」欄の記載の「省略(＊ｱｽﾀﾘｽｸ)」のない「数字」又は「０」が入った証明書を提出してく

ださい。「省略」がある場合課税状況がわからないため，対象者として判定できません。「省略」のない書類が出せない

場合等がありましたら，以下の窓口までご連絡ください。 

また，提出期間内に証明書が提出できない場合についても事前に以下の窓口までご連絡ください。 

【申請書類提出先】 
松江キャンパス：〒690-8504 松江市西川津町 1060 

学生支援課 奨学支援グループ （学生支援センター2 階） 

TEL ： 0852－32－6063 

Email ： ssd-shogakukin■office.shimane-u.ac.jp(■を@に変えてください。) 

出雲キャンパス：〒693-8501 出雲市塩冶町 89-1 医学部学務課（附属図書館棟１階） 

TEL ： 0853-20-2084 

 

申請期間 

提出書類 

申請方法 


